
公益財団法人とかち財団 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する体制・フロー図

・告発内容に係る調査の実施
→不正行為等の認定
→再調査（不服申立があった場合）

調査委員会

①専務理事（常勤）
②法律の知識を有する者
③研究分野の知識を

有する者
④その他理事長が

必要と認める者

※過半数は財団に属さない
外部有識者で構成する

告発窓口：総務部総務課
責任者：総務部長

・告発の相談、受付
・告発者等の秘密保持、保護
・関係者への報告等

・研究倫理に関する教育の
定期的な実施
（啓発活動、研修会実施等）

研究倫理教育責任者
：事業部長

総括責任者：理事長

財
団
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局

・告発内容の本調査実施の
必要性に係る予備調査の
実施

予備調査委員会

総括責任者が
指名する者（３名）

専務理事

事務局長
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⑩是正内容報告

⑦調査結果通知


